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本報告書は、国立研究開発法人水産研究・教育機

構（以下「水産研究・教育機構」という。）が作成する

環境報告書として、対象期間の環境配慮活動の概要

を取りまとめ、その内容をわかりやすく情報開示す

るとともに、水産研究・教育機構自らも今後の取組

の更なる向上に役立てることを目的としています。 

水産研究・教育機構は、水産業の地域性に鑑み全

国に３０を超える研究・教育施設と９隻の船舶を配置

し、事業活動を展開しています。 そのため、本報告

書では、エネルギー収支や環境負荷データは、本部

を含む全ての事業所、船舶のデータを積算し公表し

ているほか、水産研究・教育機構が果たすべき使命

や役割、開発した成果、水産業の発展を支えるため 

 

 

の産学連携・広報活動など、全国の事業所で展開さ

れる「社会貢献」からのアプローチも紹介し、水産研

究・教育機構がより身近な存在として国内外から信

頼され、頼りにされることを目指しています。 

 なお、本報告書に掲載した情報については、水産研

究・教育機構の他の報告書やホームページ等から転

用し、簡潔かつ分かりやすく編集しました。 

 本報告書は、水産研究・教育機構の運営において

独立した立場にある監事による検証を受けています。  

水産研究・教育機構における環境への配慮と取組

及びこの環境報告書に対する監事の意見書を巻末

に添えます。 

 

 

◆報告対象組織 

水産研究・教育機構の本部を含む全ての事業所、研究・教育施設、船舶を含みます。 

 

◆報告対象期間、発行日及び次回発行予定等 

対象期間：202４年４月～202５年３月（内容によっては対象期間外のものについても記載しています。） 

発 行 日：202５年 9月３０日 

次回発行予定：202６年９月発行予定 

 

◆環境報告書等に関する基準又はガイドライン等 

環境配慮促進法（平成 16 年法律第 77 号） 

環境報告書の記載事項等（環境省告示）（平成 17 年 3 月 30 日） 

環境報告ガイドライン（2018 年版）（平成 30 年 6 月環境省） 

 

◆環境報告書 URL 

水産研究・教育機構のWEBサイト「公開情報」の「法定公開情報」ページ 

https://www.fra.go.jp/home/kokaijoho/hoteikokaijoho/index.html 

 

◆環境報告書作成部署、連絡先 

 国立研究開発法人水産研究・教育機構 経営企画部経営企画課 

〒22１-８５２９ 

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５ GRC横浜ベイリサーチパーク 6階 

TEL：045-2７7-０１２０（代表） FAX:045-2７7-００１５ 

HP：https://www.fra.go.jp/ 

※本報告書に関するご意見・ご質問は上記までお願いいたします。 

編 集 方 針 

https://www.fra.go.jp/home/kokaijoho/hoteikokaijoho/index.html
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１ 環境理念・方針 
 

 

 

水産物をいつまでも食べ続けられることを目指して！ 

国立研究開発法人 水産研究･教育機構 

                             理 事 長  中 山 一 郎 

 

地球規模での気候変動は、毎年のように起こる豪

雨や熱波の発生などから、気候危機とも称される状

況となっています。  

2021 年に公表された IPCC（気候変動に関す

る政府間パネル）の第六次評価報告書では、「人間活

動の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきた

ことには疑う余地がない。」と断定され、不漁問題や

漁場の変化など、気候変動に伴う海洋環境の変化の

影響と考えられる現象が顕在化する中、自然水域で

生産される生物資源に依存する水産業を持続可能

とするために対応策を考えなければならない状況と

なっています。近年の日本近海の水産業を巡る課題

は、待った無しの状況です。 

 

また、環境をめぐる世界的な動きとして、2015

年の国連サミットで「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」が採択され、２０１６年から２０３

０年までの国際目標として SDGｓ（持続可能な開発

目標）が示され、その目標のひとつに「海の豊かさを

守ろう」が設けられ、持続可能な開発のために海洋・

海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することが

目標とされました。 さらに政府の SDGS 推進本部

は、2023 年に「SDGｓ実施指針」を改訂し、「SDG

ｓアクションプラン 2023」を発表し、その中で「水産

業、漁村の多面的機能の維持・増進」「水産資源の持

続的利用の推進」「日本発の水産エコラベルの普及

推進」「スマ－ト水産業推進」「新たな資源管理の推進」

「養殖業の成長産業化」や「みどりの食料システム戦

略」など、水産研究・教育機構に深く関係する環境関

連の取組項目が数多く記載されました。 

 このような情勢の中で、私たち国立研究開発法人

水産研究・教育機構は、水産資源の適切な管理と水

産業の成長産業化を両立させ、水産資源の調査・研

究、技術開発・移転、教育等を総合的に実施する日本

で唯一の国立研究開発法人として、国内外の幅広い

分野の研究・教育機関などと連携しながら、水産業

に関する気候変動対応研究を分野横断的かつ総合

的に実施するとともに、SDGｓ実施指針の優先課題

に積極的に取り組んでいます。2024 年度には環境

マネジメント規程を制定して、環境管理体制を強化

しました。 

 

「環境報告書 202５」は、202４年度に当機構が

取り組んだ環境配慮への取組みとその結果、環境関

連研究開発及び環境にかかる社会貢献活動の概要

について取りまとめた報告書です。 

 

当機構は、今後とも環境に配慮した私たちの継続

的な活動及び海洋環境に関する研究開発成果を通

して、202３年に制定した「おいしいさかなをいつま

でも 私たち水産研究・教育機構は水産大国日本の

未来を拓きます」のビジョンステートメントのもと、

求められる役割を果たしてまいります。 

 

引き続き皆様のご指導、ご鞭撻及び広く忌憚のな

いご助言を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 理事長メッセージ 
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理事長の理念、業務運営上の方針 

 

 運営基本理念 

 

水産物の安定的な供給と水産業の健全な発展に貢献するために、水産分野における研究開発と人材

育成を推進し、その成果を最大化し社会への還元を進めます。 

 

 

 運営方針 

 

（1）国が進める施策に必要な科学的な知見の提供 

水産資源やそれを支える水域環境、水産物の安全性などについては、資源の持続的な利用のため、状

況を的確に把握しておく必要があります。そのために調査やモニタリングを適切に実施するとともに、よ

り良い資源管理手法などの研究開発を進め、国が進める施策に必要な客観的なデータ及び手法などの

科学的知見の提供を行います。 

 

（2）研究開発成果の最大化 

研究開発成果をスムーズに社会に還元していくために、社会的ニーズの把握に基づく出口を意識した

研究開発を実施するとともに、成果の実用化への橋渡しを目的とした応用研究や社会連携を推進します。 

 

（3）人材育成の高度化 

水産業が直面する諸課題に的確かつ効果的に対処すべく水産業を担う人材の育成を図るため、広く全

国から意欲ある学生を確保し、幅広い見識と技術、実社会での実力を発揮する社会人基礎力を有する、

創造性豊かで水産の現場における問題解決能力を備えた人材の育成を行います。 

 

（4）イノベーションの創出による課題の解決 

水産分野における様々な課題をイノベーションの創出によって解決していきます。そのために組織の活

性化と水産分野に留まらないさまざまな関係者との連携を進めます。 

 

（5）組織の力量強化 

優れた人材の確保・育成、職員の能力を最大限に引き出すためのガバナンスの構築、研究開発部門と

人材育成部門の相乗効果の発揮などを進め、中長期的な問題解決を着実に実行するとともに、短期的な

情勢の変化に柔軟に対応できる組織作りを進めます。 

  

 理事長の理念、業務運営上の方針等 
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ビジョンステートメント 

 

水産研究・教育機構では、目指すべき姿や方向性を示す指針として、以下のビジョンステートメントを掲

げ、科学技術研究開発を基盤とした、日本の水産の持続的な発展を通して、水産業を成長産業化して未来

を造り上げる夢と誇りを持ち続け、それを具現化して水産日本の復活に貢献していきます。 
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環境配慮の基本方針 

水産研究･教育機構は、水産基本法に掲げられている「水産物の安定供給の確保」と「水産業の健全

な発展」に貢献するため、水産分野における研究開発と人材育成を行っています。 これらの事業を進

めるに当たっては、以下に示す環境配慮の方針に基づき、環境研究･環境教育を推進するとともに、全

ての事業活動にわたって環境への配慮に努めていきます。 

 

 

１．環境保全に係る法令等の遵守 

 「国連海洋法条約」「生物多様性条約」等の国際的な法規範を尊重し、「環境基本法」「循環型社会 

形成推進基本法」「環境配慮促進法」等の関係法令を遵守して事業を推進します。 

 

 

２．水圏環境研究及び環境教育の推進 

水産業の持続的な発展のためには、海、河川及び湖沼の環境を保全・修復するとともに、地球温 

暖化等の環境変化の状況に応じて適切な対応をとることが不可欠です。 

 

水産研究･教育機構は、水産業が環境に与える負荷の低減、環境の変化の把握と影響評価及び 

その対応策等に関する研究開発を推進し、得られた成果を広く社会に発信します。さらに、これから 

の水産業を担う人材を育成するため、環境に関する実践的な教育を推進します。 

 

 

３．事業活動における環境負荷の低減 

2050年カーボンニュートラルの実現に資するため別に定める「国立研究開発法人水産研究・ 

教育機構が事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について 

定める実施計画」に基づき事業活動による環境負荷低減の活動を実施します。 

 

 

４．適正な管理体制の構築 

化学物質や危険物を適正に管理するため、管理責任者を明確にするとともに、適切な防災対 

策を講じます。また、環境･安全･衛生に関する指針等を策定して職員の共通理解とし、それを 

実践する管理体制の構築を図ります。 

 

 

５．社会活動への参加 

グリーン購入については数値目標を掲げた上で取り組みます。また、地域で行われる様々な 

環境配慮のための社会活動に積極的に参加します。 

 

 

環境配慮の基本方針 
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◆環境マネジメント推進体制の整備 

水産研究･教育機構は、全国に事業所（研究施設や教育施設）と船舶を配置し、水産物の安定供給と水産業の

健全な発展に寄与するための研究開発・人材育成業務を実施しており、これらの事業所や船舶において、環境配

慮促進法に基づく環境配慮活動に取り組んでいます。 

水産研究・教育機構では、これまで機構の環境配慮の方針に基づき、各組織が自ら環境配慮活動を実施して来

ましたが、環境配慮促進法に基づく環境配慮活動をより確実に実施するため、２０２４年３月に「環境マネジメント

規程」を制定し、理事（経営企画・PMO担当）を最高環境管理責任者とした「環境管理体制」を構築し、改めて環境

配慮の基本方針及び環境配慮実施計画を策定（Plan）し、その計画に従った環境配慮活動の実施（Do）、実施結

果の点検・評価（Check）、見直し（Action）を行う「環境マネジメントシステム」を整備しました。 

 

 理 事 長  

                       理 事 会  
 

環境管理委員会 
 

委員長：理事（経営企画・PMO担当） 

委  員：理事（総務・財務担当）、 

      理事（研究戦略・水産技術・人材育成担当） 

     理事（水産資源担当） 

     理事（水産大学校代表） 

      理事（さけます・開発調査担当） 

      経営企画部長、総務部長、研究戦略部長、 

       水産資源研究所長、水産技術研究所長、 

      開発調査センター所長、水産大学校校務部長 

事務局：経営企画部経営企画課 

環境配慮方針の策定と環境配慮実施計画設定 

環境報告書作成 

 

 

◆環境管理委員会の設置 

水産研究・教育機構では、環境マネジメントシステムが適切に機能するため、理事（経営企画・PMO 担当）を委

員長とした環境管理委員会を設置し、エネルギー合理化等の方針を含めた環境配慮実施計画を策定するととも

に、機構本部や研究所、水産大学校などに設置された環境・安全衛生に関する委員会等の運営状況の把握、環境

リスクなど重要な事項について各委員会に指示し、改善を図ることとしています。 

２０２４年度は、環境管理委員会を２回開催し、環境配慮の基本方針・環境配慮実施計画を策定、環境配慮活動

の中間点検、評価を行いました。 

 

環境マネジメント体制 
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◆環境・安全衛生に関する委員会等 

水産研究･教育機構の本部や各研究所、水産大学校それぞれに環境及び安全衛生に関する委員会等を設置す

るとともに、関連する各種規程の整備、それぞれの規程に基づく管理者・責任者・推進者等の任命等を行い、管理

体制を構築しています。 

 

設置されている主な委員会等 関連する法人内の規程等(研究所単位での規程を含む)

防災会議 防災業務計画

安全衛生委員会(毒劇・廃液の取扱いを含む) 安全衛生管理規程、安全衛生委員会規則

環境物品等の購入推進委員会（グリーン購入委員会） 環境物品の調達(グリーン購入法）の推進について

防火・防災対策委員会
防火・消火規程、防火管理規程（消防計画）、

防災管理規程（防災計画）

廃棄物管理委員会
排水・廃棄物処理規程、排水･廃棄物処理要領、

実験排水・廃棄物処理について

劇毒物管理委員会 毒劇物等取扱規程、毒物及び劇物等取扱規程

核燃料物質管理委員会 核燃料物質管理規程、計量管理規定

放射線安全委員会
放射線障害予防規程、RI施設利用基準、

下限数量以下非密封放射性同位元素の管理区域外使用細則

化学物質等管理委員会 化学物質等管理規程、実験廃液取扱細則

動物実験委員会
動物実験規程、動物実験委員会規則、動物実験委員会細則、

動物実験に関する指針、魚類取扱指針

遺伝子組換え実験等安全委員会 遺伝子組換え実験等管理規程

病原微生物実験安全委員会 病原微生物実験安全管理規程

バイオセーフティ委員会 病原体等安全管理規程

実験廃液委員会 実験廃液取扱規程

温室効果ガス排出抑制実施計画推進本部 温室効果ガス排出抑制実施計画
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水産研究・教育機構では、環境配慮の基本方針に基づき、下記のとおり環境配慮実施計画を策定しています。 

この計画を達成するため、機構の各庁舎に環境管理担当者を置き、環境配慮実施計画に沿った環境配慮活動の

点検・報告が行われています。 

２０２４年に策定した下記環境配慮実施計画は、機構の第５期中長期計画期間である２０２５年度を取組の目標

期間と定め、これに沿った環境配慮活動に取り組んでいます。 

 ここでは、環境配慮実施計画と国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGS）※との関係性について理解い

ただくため、SDGSの１７のゴールから各取組項目に対応するゴール（ターゲット）を明記しました。 

 

◆第５期中長期計画（ ～２０２５年度）期間における実施計画と中長期目標（各取組に対応する SDGSターゲット） 

区 分 取組項目 実施計画 
中長期目標 

（2025 年度達成目標） 

SDGS 

ﾀｰｹﾞｯﾄ 

1. 地球温

暖化対策 

温室効果ガス排

出削減実施計画

に基づき 2013 年

度を基準として

2030 年度までに

温室効果ガスの

総排出量を 50％

以上削減する 

設置可能な建築物に太陽光発電設備

の設置を推進する 

2030 年度までに設置可能な建築

物の 50％以上に設置を目指した取

組 

 

建築物を新築する際は、原則として

ZEB Oriented 相当以上とする 

新築建築物平均でZEB  Ready 相当

を目指した取組 

代替可能な電動車がない場合を除き

事業用車の購入にあたってはすべて

電動車とする 

2030 年度までに代替可能な電動

車がない場合を除き、すべての事

業用車を電動車とする取組 

照明機器の LED 化を推進する 
2030 年度までに LED 照明の導入

割合を 100%とする取組 

再生可能エネルギー電力の調達を推

進する 

2030 年度までに調達電力の 60%

以上を再生可能エネルギー電力と

する取組 

省エネルギーの

推進と最適化 

執務室内でのこまめな節電の徹底と

室内温度の適正化を推進する 
省エネ法に基づく、エネルギー使

用量を 2020 年度比 5％の節減 
エネルギー使用機器の新設・更新に

あたっては、高効率機器の導入する 

庁舎等の省エネルギー診断実施と結

果に基づく取組みを推進する 
省エネルギー診断を実施する 

テレビ会議システムや電子決裁シス

テム活用によるテレワークの推進な

ど柔軟な勤務制度の運用を推進する 

ワークライフバランスの確保によ

るオフィスの省エネルギーを推進

する 

 

役職員に対する「クールビズ」「ウ

ォームビズ」の励行 

役職員に対する地球温暖化対策に

関する情報提供 

環境配慮実施計画と⽬標 
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2. 省資源

化対策 

上水使用量の削

減 

研究・教育活動における節水対策の

実施と節水型装置の導入及び雨水利

用設備の導入を図る 

水の有効利用と節水対策により上

水使用量を 2020 年度比 5％の節

減 

 

紙使用量の削減 

書類の電子化や電子決裁の徹底、資

料の簡素化等によりペーパーレス化

を一層推進する 

コピー用紙、伝票等の用紙類使用

量を 2020 年度比２0％の節減 

 

 

3. 循環型

社会・廃

棄物対策 

廃棄物の分別、

リユース、リサ

イクルの推進 

分別回収ボックスの配置やプリンタ

ーなどのトナーカートリッジのリサ

イクルを推進 

プラスチック廃棄物に係る３Ｒ＋

Renewable の取組の推進 

建設資材の再生材利用の促進と建設

廃棄物の適正処理を確認する 
建設廃棄物の抑制を図る 

グリーン購入の

推進 

環境物品等の調達の推進に関する基

本方針に基づきグリーン購入を推進 
特定調達品目の調達率 100％ 

4. 化学物

質管理 

化学物質の管理

の徹底と環境負

荷の低減 

PRTR 法対象化学物質の安全データ

シート作成と届け出を実施する 
化学物質等の適正管理の徹底 

 

研究開発活動に伴い排出される化学

物質濃度の適正化と放出の最小化 

実験室等で使用する化学物質の適

切な排気・排水の実施 

5. 生物多

様性の保

全 

生物多様性に配

慮した緑地管理 

庁舎等敷地に植栽を施し緑化を推進

するとともに、剪定枝や落葉等の再

生利用に努める 

生物多様性に配慮した敷地内緑化

や保水性舗装・散水実施による緑

地保全の実施 

 

6. その他 

水圏環境研究及

び環境教育の推

進 

水産業が環境に与える負荷低減、水

圏環境変化の把握と影響評価及びそ

の対応策等に関する研究開発の推進 「水産物の安定供給の確保」と

「水産業の健全な発展」に貢献す

る 

 

水産業を担う人材を育成するため、

環境に関する実践的な教育の推進 

 

取組成果の情報

発信 

機構の環境配慮の取組結果の情報発

信を図る 

環境配慮促進法に基づく「環境報

告書」を年１回公表する 
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２ 水産研究･教育機構の概要 
 

 

 

水産研究･教育機構は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究等、個体群維持のための 

さけます類のふ化放流、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び教授等を行っています。 

水産物の安定的な供給と水産業の健全な発展に貢献するために、水産分野における研究開発と人材育成を 

推進し、その成果を最大化し社会への還元することを目標に業務を推進しています。 

 

 

 

1897 (明治30)年 農商務省水産調査所に水産講習所が附設され、講習所内に試験部を設置する。 

1929 (昭和  4)年 農林省水産講習所試験部及び海洋調査部を分離･独立し「農林省水産試験場」を設置する。 

1941 (昭和 16)年 朝鮮総督府釜山高等水産学校（後に「釜山水産専門学校」に改称）を設立する。 

1945 (昭和20)年 終戦に伴い釜山水産専門学校は解散、引き上げ学生を農林省水産講習所に転入学許可する。 

1946 (昭和21)年 農林省水産講習所下関分所（第二水産講習所）を開設する。 

1949 (昭和24)年 農林省付属の試験研究機関の機構改革にともない、水産庁水産研究所として７つの海区水研 

に組織改編。昭和25年に北海道区水産研究所を設置し、８海区水研体制となる。 

1952 (昭和27)年 第二水産講習所は水産講習所となり、昭和38年に水産大学校に改称される。 

1979 (昭和54)年 淡水区水産研究所等の統合により養殖研究所及び水産工学研究所を設置する。 

2001 (平成 13)年 中央省庁等改革により９つの水産庁研究所を統合し、独立行政法人水産総合研究センター（以 

下「水研センター」という）を設立、水産大学校は、独立行政法人水産大学校となる。 

2003 (平成15)年 認可法人海洋水産資源開発センター及び社団法人日本栽培漁業協会の業務を水研センター 

が継承する。 

2006 (平成18)年 水研センターと独立行政法人さけ･ます資源管理センターが統合する。 

2015 (平成27)年 国立研究開発法人水産総合研究センターに改称する。 

2016 (平成28)年 国立研究開発法人水産総合研究センターと独立行政法人水産大学校が統合し、国立研究開発 

法人水産研究･教育機構が発足する。 

2020 (令和   ２)年 ９つの研究所で構成していた研究開発部門を「水産資源研究所」と「水産技術研究所」に再編

し、開発調査センターと水産大学校を加えた４本柱体制とした。 

 

 

 

  

農林省水産試験場（昭和 11年頃） 

法人の役割 

沿 革 

釜山水産専門学校（昭和 19年頃） 
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水産研究・教育機構は、法人全体の連絡調整・総括を行う本部と、研究開発業務を担う水産資源研究所、水産技術研究

所及び開発調査センター、並びに人材育成業務を担う水産大学校で構成されています。 

 

 

組 織 
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                                 第3期                       第4期                        第5期  
 

        ■ （旧）水産総合研究センター ■ 水産大学校  ■ 水産研究・教育機構 

 

上記のグラフは2013年度から2024年度までの役職員数の推移です。 

水産研究・教育機構は、第4期中長期機関の初年度にあたる2016年4月に、(旧)水産総合研究センターと水産大

学校が統合して発足しているため、2015年度以前は(旧)水産総合研究センターと水産大学校それぞれの法人ごとに、

2016年度以降は、単一の法人として表しています。  

 

 

 

 

収入の推移                                 支出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  第4期                  第5期                           第4期                       第5期 

 

 

 

上記のグラフは、水産研究･教育機構が発足した2016年度から202４年度までの事業収支の推移です。 

２０２４年度は、２０２１年度から始まった第５期中長期期間の４年目で、事業活動の進展に伴い収入では「施設・

船舶整備費他補助金」が増加し、支出においても「施設・船舶整備費」が増加しています。 これは、漁業調査船「蒼

鷹丸」の代船建造に伴い交付決定された補助金及び代船建造経費の支出によるものです。 

  

役職員数 

事業収支 
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水産研究・教育機構は、第５期中長期計画（2021年度～2025年度）に基づき、以下の研究開発業務及び人材育成業

務を行っています。 

 

１ 研究開発業務 

重点研究課題１： 水産業の持続可能な発展のための水産資源に関する研究開発 

 

（１）水産資源の持続可能な利用のための研究開発 

 

（２）さけます資源の維持・管理のための研究開発 

 

中長期計画及び年度計画 
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重点研究課題２： 水産業の持続可能な発展のための生産技術に関する研究開発 

（１）養殖業の成長産業化を推進するための研究開発 

 

（２）持続可能な水産物生産システムの構築と高度化のための研究開発 
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重点研究課題３： 漁業・養殖業の新たな生産技術定着のための開発調査 

（１）漁業・養殖業の経営安定に資する生産システムの現場実装 

  

 

 

 

 

 

２．人材育成業務 

 水産業その他関連分野で活躍できる人材を育成 

（１）水産に関する学理及び技術の教育             （５）就職対策の充実 

（２）教育機関としての認定等の維持              （６）学生生活支援等 

（３）大規模災害や広域感染症流行下での教育の継続   （７）自己収入の拡大と教育内容の高度化及び 

（４）水産に関する学理及び技術の教授に係る研究       学生確保の強化 

浮上型衛星通信タグを 

活用した漁場探索高度化 

資源などの変動に 

対応した操業体制等の検討 
アカイカ漁場開発により 

資源に応じた安定操業 



17 

 

３ 環境に関する社会貢献活動 
 

国立研究開発法人は、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に

資するため、国から出資された土地や施設、人的資源及び国から毎年度交付される運営費交付金ほか、受託研

究費や事業収入等を用いて、主務大臣から指示される中長期目標の達成に向けて研究開発・教育活動を実施し、

我が国全体の研究開発成果の最大化を目指しています。 

国立研究開発法人水産研究・教育機構は、ステークホルダーである国民に向けて、研究成果を普及し、我が国

水産業の「あるべき姿」や SDGs の

実現に貢献し、国民の生活を豊かに

することが最大の社会貢献と考えて

います。 

 このコーナーでは、環境に関する

研究開発・教育活動の成果や国民や

地域社会に向けたコミュニケーショ

ン（広報・普及）活動等について紹介

します。

 

 

 

海や川・湖沼を利用する水産業は、環境に配慮した事業活動が重要であり、ＳＤＧｓの取組とも深い関係があり

ます。 水産研究・教育機構の研究開発・教育活動もＳＤＧｓの達成が重要な指標となっており、この報告書では特

に、ゴール７ 「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」、ゴール８ 「働きがいも経済成長も」、ゴール１３「気候変

動に具体的な対策を」、ゴール１４「海の豊かさを守ろう」などに関わる研究開発・教育活動について、その取組成

果を、ＳＤＧｓのゴールと対比して紹介します。 

水産研究・教育機構のＳＤＧｓの取組については、機構ホームページ「FRA が取り組む SDGS」のコーナーで詳

しく紹介しています。 https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/SDGs/ 

 

ᶍ  

https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/SDGs/

